
第７回 知床遊覧船事故を踏まえた遊漁船の安全設備の在り方に関する検討会 
 

 

一般旅客船に関する安全設備の搭載義務化に向けた 

今後のスケジュール（案） 

 

令和６年 

４月１日 

○安全設備搭載義務化適用開始（関係省令施行） 

 

 法定無線設備 

旅客定員 13 人以上の許可船以外：令和６年４月１日から適用 

（適用日以降、最初の定期的検査までの経過措置） 

 非常用位置等発信装置 

旅客定員 13 人以上の船舶 ：令和６年４月１日から適用 

旅客定員 12 人以下の事業船：令和７年４月１日から適用 

（適用日以降、最初の定期検査までの経過措置） 

秋頃 ○関係法令案に関するパブリックコメント 

 

 法定無線設備 

旅客定員 12 人以下の事業船：令和７年４月１日から適用 

（適用日以降、最初の定期的検査までの経過措置） 

 改良型救命いかだ等 

 隔壁の水密化等 

適用日、経過措置を要設定 

令和７年 

春以降 

 

 

○安全設備搭載義務化適用開始 

 

 法定無線設備 

旅客定員 12 人以下の事業船：令和７年４月１日から適用 

（適用日以降、最初の定期的検査までの経過措置） 

 改良型救命いかだ等 

 隔壁の水密化等 

適用日、経過措置を要設定 

 

※ 遊漁船の適用日は別途検討。 
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